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 社会福祉法人「みどりのこみち会」 

役員報酬規程 

 

 

（目   的） 

第１条  この規程は、社会福祉法人みどりのこみち会の理事及び監事並びに評議員(以下役員という)の報酬及び費

用弁償等に関して必要な事項を定めるものである。 

 

（役員の報酬） 

第２条  役員は無報酬とする。 

  ②  役員が、役員会、評議員会に出席した時は、前項に関わらず10,000円の報酬を支給する事が出来る。 

    報酬は、給与所得の源泉徴収税額表の月額乙欄による源泉徴収税額控除後の金額とする。 

 

（旅   費） 

第３条  役員が、第３条に定める会議以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたっ

た場合には、旅費及び宿泊費を支給する事が出来る。 

  ②  前項の旅費は、社会福祉法人みどりのこみち会旅費規程に基づき支給するものとする。 

 

 

 

 

 

付   則 

この規則は平成１７年４月１日から実施する。 

この規則は平成２９年４月１日から実施する。 

この規則は令和 ３年４月１日から実施する。 

 

 

 

 
 


